
求む！地域を守る新しい力 

（１）中城村・北中城村に居住し、又は勤務する者 

（２）年齢 18歳以上で志操堅固でかつ身体強健な者 

中城北中城消防組合消防団 

いざというときに住宅用火災警報器を設置しましょう。 

総務省消防庁（消防団）ホームページ http://www.fdma.go.jp/syobodan/ 

問い合せ：中城北中城消防組合  

総務課 098-935-4748 

http://www.fdma.go.jp/syobodan/

